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１．「SOSの出し方に関する教育」の推進

2022年に改定された「自殺総合対策大綱」（厚生
労働省 2022）では、社会全体の自殺者総数が減少
傾向にある中で、小中高生の自殺者数は増加傾向
にあることが指摘されている。文部科学省（2022a）
のまとめでは、小中高生の自殺者は2020年には過
去最多の499人、2021年には過去 2番目の473人で
あるとされている。また、原因・動機として挙げ
られるものは「学校問題」「家庭問題」「健康問題」
「男女問題」など多岐にわたっており、子どもた
ちが日常の中で様々な悩みを抱えうることが改め
て理解される。
こうした背景もあり、同大綱では前回の2017年

の改定に引き続き、子どもや若者の自殺対策をさ
らに推進・強化していくことが掲げられている。
そして、その取り組みのひとつに、「SOSの出し方
に関する教育」がある。これは、「命や暮らしの
危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求め
ればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同
時に、辛いときや苦しいときには助けを求めても
よいということを学ぶ教育」と説明されるもので
ある。より簡潔に言えば、子どもたちに他者への
相談を促す教育ということになろう。同大綱にお
いては、「自殺の事前対応の更に前段階での取組
を推進する」という考えのもと、学校において定
期的な教育がなされることが望まれている。すで
に文部科学省（2018a）からは、少なくとも年 1回
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は「SOSの出し方に関する教育」を学校で実施
するよう通知が出されており、各自治体によって
様々な取り組みが始められているところである1）。
自殺予防に目的を限定せずとも、つらい状況が
訪れたときにはひとりで抱え込まず誰かに相談を
するよう、子どもたちに促すことは重要であろ
う。ときに世間では、「誰かに相談をしても問題
は解決しない」という話が聞かれることもある。
しかし、相談によって問題の根本解決には至らな
かったとしても、ストレス緩和や、不安の減少、
悩みの整理といった結果を得ることもでき、そ
れが当人の支えとなることもあろう（樺沢 2020）。
また、阿部ら（2019）でも述べたように、一般的
に様々な問題は早期に発見・対応がなされること
で深刻化を免れることとなり、解消に向かいやす
くなるはずである。些細な問題が大ごととなる前
に、軽やかに相談できるようになることが目指さ
れたい。何れにせよ、「SOSの出し方に関する教
育」を適切な仕方で実施していくことは、学校教
育における重要な課題となっている。

２．いじめ認知と相談

学校教育において子どもたちに相談を促すこと
の重要性について、少し異なる角度からも確認を
しておきたい。子どもが直面しうる問題のひとつ
として、いじめを取り上げる。
文部科学省（2022b）による「令和 3年度児童
生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査」では、全国の小・中・高等学校
および特別支援学校におけるいじめ認知件数が
615,351件であることが示されている。この数値
は過去最多のものであり、報道等においてその点
が強調されて伝えられることもある。ただし、認
知件数が過去最多であるということは、必ずしも
状況が悪化していることを示さない。この数値
は、学校や教師らが見過ごされがちな現象を丁寧
に捉えようとしたことの結果であると解すること
もできよう。もちろん理想的にはいじめ自体が少
なくなり、認知される件数も減少していくことが
目指されるべきであるが、現実的には「いつでも
どこでもいじめは起こりうる」ということを前提

とし、いじめ事案やいじめにつながりうる現象に
丁寧に応じていくことが重要である。
いじめ事案を適切に認知するためには、教師ら
による積極的なアプローチが第一であると思われ
るが2）、ひとりの教師が子どもたちの状況をすべ
て把握するには限界もある。荻上（2018）は、教
師によるいじめ認知の難しさについて、（ 1）い
じめ行為が教師の目の届かない場所で行われるこ
とが多いこと、（ 2）どういった行為をいじめと
認識するかについてのギャップが教師と子どもに
あること、（ 3）教師がいじめを認知する前にい
じめが終わっている場合も多いことなどを挙げて
いる。教師がいじめの未然防止や早期対応に努め
ようとすることは疑いようもなく重要であるが、
問題を見つけられなかったり、見過ごしてしまっ
たりということはどうしても生じうる。いじめ認
知のためのアプローチは、こうした課題があるこ
とをふまえながら検討される必要がある。
そこで、子どもたちに他者への相談を促すとい
うアプローチが注目されることとなる。文部科学
省（2017）が提示している「いじめ防止等のため
の基本的な方針」においても、子どもに相談を促
すための体制を整備することの重要性が指摘され
ている。たとえば、「電話相談窓口の周知等によ
り、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え
る」「より多くの大人が子供の悩みや相談を受け
止めることができるようにするため、学校と地
域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築す
る」「心理や福祉の専門家であるスクールカウン
セラー・スクールソーシャルワーカー等を活用
し、教育相談体制を整備するとともに、「24時間
子供SOSダイヤル」など、電話相談体制を整備
する」「相談箱を設置する」など、相談に関する
多くの記述がある。ここで述べられているよう
に、相談体制が充分に整備され、そこへの積極的
な相談が促されることにより、見過ごされがちな
問題が適切に認知されていくことが期待される。

３．相談することの難しさ

これまで確認をしてきたように、現在、他者へ
の相談を促すための教育が推進されつつある。し
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かし、子どもたちにとって他者に相談をすると
いうことは、そう容易なことではないかもしれな
い。たとえば、いじめにより子どもを亡くした親
による、「みなさん、子どもの出すSOSがどうし
てわからないのかと言われるんですけど、いじめ
に遭っている子どもは、本当に親にもそのことを
話さないんですね」（鎌田 1996）という語りからも、
子どもに相談を促すことの難しさが示唆される。
実際のところ、いくつかの調査結果を確認する

と、ある程度の数の子どもたちが相談しない（で
きない）状況にあることが分かる。たとえば、文部
科学省（2022b）では、学校がいじめを認知した時
点で、被害者は誰にも相談してはいないだろうと
認識している割合は4.7％であると示されている。
もし、認知されるいじめ事案が氷山の一角である
とするならば、この数値よりさらに多くの子ども
たちが相談をできていない状況にあると想像され
る。また、文部科学省（2021）による「令和 2年
度不登校児童生徒の実態調査」では、学校に行き
づらいという思いについて「誰にも相談しなかっ
た」と回答した割合は、小学生が35.9％、中学生
が41.7％であると示されている。厚生労働省（2015）
による中学 1年生を対象とした調査では、悩みや
不安を「誰にも相談しない」と回答した割合は、
男子が19.3％、女子が11.3％であると示されている。
子どもたちはいかなる理由により相談を躊躇う
のだろうか。荻上（2018）は自身の関わったいじ
め相談に関する調査結果から、小学生では「誰に
も心配や迷惑をかけたくないから」という理由、
中学生では「相談するとよけいにいじめられるか
ら」という理由が最も多いことを示している。大
人は子どもに対して「自分を大切にしてほしい」
と願うものであるが、自分や周囲を大切に思うか
らこそ、かえって相談ができないということもあ
るのではないか。また、その他にも、子どもひと
りひとりにおいては様々な思いがあることだろ
う。社会心理学における「正常性バイアス」の概
念を借りれば、自分に降りかかりつつある本来は
深刻な問題を「大した問題ではない」「相談する
ほどでもない」と理解してしまっている可能性
もあろう3）。あるいは、自分がいじめられている

ことを受け入れられない、認められないといった
こともあろう。相談するのが恥ずかしいという思
いもあろう。このように、理由は様々に想定され
る。子どもには子どもなりの相談が躊躇われる思
いがあるのだということを、私たちは丁寧に受け
止めなければならない。
もとより、こういった状況だからこそ相談を促
す教育が求められる訳であるが、様々な事情によ
り「相談をしたくない」と思う子どもたちに「相
談をしてみよう」と真に思ってもらうためには、
教育の仕方に工夫が必要となろう。少なくとも、
子どもたちに複雑な思いがあることを充分にふま
えず、相談をすることの重要性を一方的に説くだ
けでは、その時間は空虚なものとなってしまう。

４．授業開発の方向性

そこで本研究では、相談を躊躇う思いを取り上
げ、その思いについてクラスで話し合うことを中
心とした「SOSの出し方に関する教育」の授業
実践を試みる。こうした授業を志向することで、
皆が相談を躊躇う思いを抱きうるということにつ
いて、子どもたちは深く理解することができるだ
ろう。そして、相談への躊躇いがあることを出発
点としながら、どうすれば相談ができるようにな
るかと考えることもできるだろう。それは、「SOS
の出し方」に関するより実効的な話し合いにつな
がると思われる。また、クラスで問題を共有する
ことにより、クラスの中に相談を躊躇っている人
はいないかと気にかけようとする子が出てきた
り、日ごろから相談しやすい雰囲気をクラスでつ
くろうとしたりということも起こるのではないか
と期待される4）。本研究では、こうしたねらいを
想定しながら開発した授業について報告すること
をとおして「SOSの出し方に関する教育」のひ
とつのあり方を示すことを目的とする。なお、今
回は小学校高学年を主たる対象として想定する。
授業を開発するにあたり、関連する先行実践と
の差異を確認しておきたい5）。近年、SOSや相談
に関する前述の状況を背景とし、いくつかの実
践が報告されている。井門ら（2019）は、自尊感
情を育むことを主たるねらいとし、関連する内
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容の映画を利用しながら「自分の良いところ探
し」をするワークや、「SOSの出し方に関するレ
クチャー」などを行っている。阪中（2022）は、
ロールプレイの手法を用いて、友人に死をほのめ
かされた状況にどう応じるかということについて
直接的に考えさせている。江畑・三尾（2022）は、
低学年用（小 1～ 3）と高学年用（小 4～ 6）のプ
ログラムを実施している。低学年用では、絵本を
用いながら人には様々な感情があることを学ばせ
たり、嫌な気持ちになったときにどういう対処方
法があるか考えさせたりしている。高学年用で
は、相談の聴き方についてロールプレイを交えて
学ばせている。また、文部科学省（2018b）が紹
介する東京都教育委員会によるプログラムでは、
テキストとナレーションを中心とした映像教材に
より、人は誰しもかけがえのない存在であること
や、勇気を出して相談をすることが重要だといっ
たことが説明されたり、自殺予防に関するキャ
ペーンソング（ビデオ）を視聴させたりすること
になっている。その他に、筆者らに関係した研究
チームは、阿部ら（2019）において、分岐型の動
画教材を用いて相談をした場合としない場合につ
いての想像を促す授業を報告していたり、阿部・
谷山（2021）において、コロナ禍におけるオンラ
イン授業としての試みを報告していたりする。な
お、前者においては実写ドラマ、後者においては
マンガが教材として用いられている。
まずは、内容について確認をしたい。これら
は、それぞれにおける「SOSの出し方に関する
教育」としてのねらいのもと実施されているもの
であるが、相談を躊躇う思いについて考えるこ
とを主たるねらいとして掲げている事例はない。
「SOSの出し方」を題材とするからには、授業の
展開によって相談を躊躇う思いに触れることはあ
りうるとも想像されるが、少なくとも授業におけ
る中心的な題材として扱われてはいないようであ
る6）。本研究では、相談への躊躇いを主たる内容
とした授業を構想していく。
次に、方法について確認をしたい。先行実践
においては、メディアの活用やロールプレイな
ど、多様な方法が用いられている。相談を躊躇う

思いについて子どもたちに深く考えてもらうため
には、いかなる方法が望まれるだろうか。一案と
しては、「躊躇わずに相談をするにはどうすれば
よいか」と、直接的に問いかける方法が考えられ
る。直接的に省察を迫ることにより、問題の本質
に触れやすくなるのではないかとも思われる。し
かしながら、相談を躊躇う思いというのは前述の
ように複雑なものであり、人は自分のことを欺い
たり、隠したりしたくなってしまうものである。
そうした人間に対し、のっけから直接的な問いか
けを行っても、表面的な回答しか得られないので
はないかという懸念も生じる。本研究では、後者
の考え方に拠り、相談を躊躇う場面を間接的に取
り上げるという案を採用する。具体的には、先行
実践におけるいくつかのメディア活用事例になら
い、相談を躊躇う主人公が登場する架空のストー
リーを教材として用いる。主人公への共感や批判
などをとおして、子どもたちは相談を躊躇う思い
なるものを客観的に捉えることとなり、結果とし
て本来は意識しづらい自分の思いに迂回的に気づ
くことができるのではないだろうか。本研究では
マンガを教材とすることの意義への言及（阿部・
谷山 2022；阿部ら 2022）をふまえ、デジタルマン
ガの形式で教材を制作することとする。

５．デジタルマンガ教材の開発�

次のとおり、教材の内容について検討をした7）。
まず、相談に関わる状況についてである。相談
に関わる状況には非常に様々なものがあると想定
されるが、今回は、どのような子でも関わりうる
問題として、教室におけるいじめの芽のような状
況を描くこととした。具体的には、主人公がクラ
スメイトから悪口やからかいを受けている状況を
想定した。
また、相談を躊躇う思いにも様々なものがある
と思われる。今回は、「大ごとにはしたくない」
という思いを描くこととした。子どもたちの中に
は、相談をすることによって問題が多くの人に知
られてしまったり、思っている以上に深刻なもの
とし扱われてしまったりということを嫌う者もい
るはずである。このように、相談をすることの重
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要性は認識していても、「大ごとにはしたくない」
という思いから相談が躊躇われる場合があると想
定される8）。あらゆる思いを網羅的に描くことは
難しいため、今回は「大ごとにはしたくない」と
いう思いに焦点を当てることとした。
なお、授業展開（後述）としては「躊躇わずに

相談しよう」という結論を急がず、教材を見た後
に相談を躊躇う思いについて充分に話し合うこと
を想定している。そのため、相談が躊躇われる思
いを分かりやすく描きつつも、解決には至らず、
主人公が相談を躊躇うままにストーリーが終わる
よう構成することにした。そうすることで、問題
について話し合う余地が生まれると考えた。
以上の考えにもとづき制作した教材「大ごとに
はしたくない」のストーリーの概要とイラストは
次のとおりである。主人公は小学生（女子）のミ
ナミであり、ミナミの独白がストーリーの中心と
なる。 5コマのマンガを基本とし、そこにナレー
ションやセリフを合わせた動画形式のメディアと
した9）。また、話し合いの時間を多くとるために、
問題を充分に描きつつも短めの尺となるよう留意
し、結果として 1分43秒の長さとなった。
ミナミは、最近になってクラスメイトの数人

から容姿についての悪口を言われるようになっ
た。クラスメイトらは、直接的にミナミを攻撃
するのではなく、少し遠くでひそひそ話をする
ように、しかしミナミには確実に伝わるように
悪口を言う（図 1）。
こうした状況に悩むミナミは、かつて担任の

先生が「悩みがあったら、なんでも相談するん
だよ」と言っていたことを思い出す（図 2）。
その瞬間は先生に相談をしてみようかと思い

かけたミナミであったが、相談がクラス会議に
発展することを想像し、「悪口を言われるのは
イヤだけど、こんなに目立ちたくない」「クラ
スのみんなにも知られちゃう」と思い、結局、
相談を躊躇ってしまう（図 3）。
また、信頼する母親に相談をしようかとも考

えるが、母の性格からすると学校やクラスメイ
トの家に直接電話をするだろうと想像し、やは
り相談が躊躇われる（図 4）。

そのうちに、ミナミの学校に行きたくない
という気持ちは強くなっていく。ミナミは朝、
ベッドの上で「みんな、困ってたら相談して
ねって言うけど、大ごとになるのは絶対イヤ
……。でも、学校にはもう行きたくない。ああ、
どうしたらいいの」と苦悩する（図 5）。

図 1　クラスメイトに悪口を言われる

図 2　担任に相談をしようかと思いつく

図 3　クラス会議をさせられることを想像する

図 4　母親に相談したらどうなるか想像する

図 5　大ごとにはしてほしくないと悩む
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６．授業プランの作成�

教材「大ごとにはしたくない」を活用した授業
プランを次のとおり構想した。対象は小学校高学
年、時数は 1コマ（45分）、学級活動の枠組みで
の実施を想定した。授業のねらいは、「「相談しづ
らい」という思いを乗り越えてSOSを出せるよ
うになるためにはどうしたらよいか、クラスで考
えることができる」と設定した。
①　 導入として、日ごろ悩みや不安を抱えたと
きにどうしているか、子どもたちに問いか
ける。本時のテーマをつかむことを目的と
し、ここでは様々な意見を出すにとどめる。

②　 教材「大ごとにはしたくない」を視聴させる。
主人公ミナミをはじめ、登場人物らがどのよ
うな思いでいるのかという点に注目するよう
促す。視聴後は、率直な感想を共有し合う。

③　 主人公ミナミ、担任の先生、母親の三者は
どのような思いでいるのか考えさせる。黒
板にて、シンキングツールのYチャートを
用いて意見を書き留めていく。話し合いの
様子を見ながら（ 1）「なぜミナミは相談で
きなかったのだろう」と問いかけて相談を
躊躇う思いに注目させたり、（ 2）「相談を
躊躇ってしまうのはどのようなときだろう」
と問いかけて問題を一般化して捉えさせた
り、（ 3）「相談をしないままにしておくとど
うなってしまうだろう」と問いかけて大ご
とにしたくないと思うことの悩ましさを想像
させたりする。適宜、個人で考える時間と、
グループ等で話し合う時間をとる。

④　 これまでの話し合いのとおり人は相談を躊
躇う思いを抱きうるということをおさえ、
そのことを前提としながら、SOSを出せる
ようになるためにはどうすればよいか考え
させる。話し合いの様子を見ながら、本人、
友人、環境など様々な面から考えるよう促
す。適宜、個人で考える時間と、グループ
等で話し合う時間をとる。

⑤　 まとめとして、本時で話し合ったことを振り
返り、相談への躊躇いは皆が抱きうるもの

であることを確認したり、そのことを前提に
自分や他者のためにできることをしてほし
いと伝えたりする。また、この流れの中で、
国や自治体等によるいくつかの相談先を紹
介したり、授業者など周囲の大人（実際の担
任等）もちからになると伝えたりする10）。

指導上の留意点として、第一に「躊躇わずに相
談しよう」という結論を急がないようにしたいと
考えた。相談を躊躇う思いを抱くことが肯定され
たり、皆もそういう思いでいると知ったりするこ
とは、自分は孤独ではないのだという安心感につ
ながると思われる。結論を急がず、相談を躊躇う
思いについて考える時間を大切にしたい。第二
に、説明的にではなく対話的・共感的に授業を進
めたいと考えた。子どもたちは相談することに関
して様々な思いを抱きうると想定される。教師の
説明を授業の中心とするのではなく、子どもたち
の話をよく聴きながら授業を進めようと留意する
こととした。これらの点に留意することにより、
題材について考えたり話したりしやすい雰囲気が
つくられるのではないかと考えた。

７．授業実践と考察�

2022年 9月に、公立A小学校 6年生1クラス（35名）
を対象として授業を実施した。授業者は小学校教
諭である第二著者が務めた。授業は、概ね想定し
ていたプランのとおりに進行した。以下、授業の
様子をいくつか取り上げ、解釈をしていきたい。
まず、デジタルマンガ教材の受け止められ方
についてである。教材を視聴すると、教室では
「あーっ」というため息まじりの声があがった。
多くの子が、教材に惹きつけられ、描かれる問題
の難しさに共感をしたのではないかと思われる。
また、「この先どうなるの？」といった声を出す
子もいた。本教材のストーリーや構成が、子ども
たちにとって興味深いものとなっているのだと思
われる。こうした様子についての解釈の限りで
は、相談を躊躇う思いについての想像を促すとい
う教材活用のねらいは概ね達せられていると思わ
れる。
実際のところ、相談を躊躇う思いについて子ど
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もたちは非常に真剣に、悩みながら考えているよ
うに思われた。授業終了の号令の際に「ふー！」
と大げさにため息をついたり、授業後に「難し
かったー！」と授業者にわざわざ伝えに来たりす
る子もいた。何れの場合も、不満の訴えではな
く、真剣に考えるのが楽しかったということの現
れであると解せるものであった。
思考や議論の内容はどうであったか。たとえ
ば、プラン③における「相談を躊躇ってしまうの
はどのようなときだろう」との問いかけには、相
談を躊躇うときの気持ちや状況などに関する多様
な意見が寄せられた11）。一般的な傾向についての
言及もあれば、個人の経験についての語りもあっ
た。また、本授業の中核をなすプラン④の問いか
けに対する回答で特筆すべきは、SOSを出すこ
とにひと工夫を入れたと解される意見が多くあっ
たことである。例としては、「自分は、「大ごとに
したくないという思いがあるので、……はしてほ
しいが、……はしないでほしい」という言い方で
相談してみる」といったような意見である。すな
わち、SOSのメッセージに前置きを取り入れる
ような意見である。この前置きの部分に、相談を
躊躇う思いへの認識があらわれており、その思い
を表明してもよいのだと考えたことや、その思い
を前提にした実効的なSOSの出し方について考
えたことなどが窺える。他には、「自分たちのク
ラスにも相談しづらい人はいるだろうから、相談
しやすい環境を自分たちでつくっていきたい」と
いう意見も多く見られた。そもそも相談への躊躇
いを中心的に取り上げる授業であったため、その
点への言及があるのは当然なのかもしれないが、
個々の意見からは、子どもたちが論点について深
く考えたであろうことが窺えた。
以上のとおり、授業の様子から解釈する限りに
おいては、本授業は「SOSの出し方に関する教
育」として意味をもつものであり、SOSを出す
ことに関して子どもたちに何かしらのよい影響を
与えうるものであると考えられる。なお、本授業
の後に、子どもたちから担任教師への相談が増え
たことが報告されている。本授業による直接の影
響を証明することは難しいものの、本授業によっ

て自身の相談を躊躇う思いと向き合うこととな
り、何かしらの行動を起こしてみようと思い立っ
た可能性もあると推察することもできよう。

８．成果と課題

本研究では、近年注目される「SOSの出し方に
関する教育」において、子どもたちにとってSOS
を出すことの障壁となりうる相談を躊躇う思いを
中心的に取り上げた授業実践がないことを確認し
た上で、そうしたテーマにもとづく授業および教
材を開発し、実践の様子について報告をした。実
践についての解釈からは、授業および教材の妥当
性や有効性が概ね理解された。本研究によって、
「SOSの出し方に関する教育」のひとつのあり方
を具体的な事例として示すことができた。
「SOSの出し方に関する教育」は若者の自殺予
防の文脈から提起されてきたという背景もあり、
それらの事例の中には、自殺というテーマや関連
場面が直接的に扱われたり、自尊感情を育むこと
で相談を促すことが目指されたりするものが多
い。一方で、本研究のアプローチは、（ 1）自殺
というテーマそのものではなく、誰しもが連想し
やすいであろう日常生活の一場面を取り上げる、
（ 2）相談を躊躇う思いに着目し、その思いを肯
定したり掘り下げたりすることで相談を促すと
いった点において他の多くの事例とは異なるもの
であった。そうした意味では、先行実践と本研究
のような実践をうまく織り合わせた「SOSの出
し方に関する教育」のカリキュラムを探ることが
今後の重要な課題となるだろう。
その他の課題としては、（ 1）本授業が子ども

たちに与える影響についてより多角的に分析する
こと、（ 2）相談が躊躇われる思いについて「大
ごとにはしたくない」という思い以外のものを扱
う可能性について検討すること、（ 3）デジタル
マンガ教材のあり方について様々な観点から検討
をすることなどがあげられる。

注

1 ） たとえば、「児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態，
強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身
に付ける等のための教育の教材例について」（文部科学省
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2018b）では、東京都教育委員会作成教材、東京都作成教
材、北海道教育委員会作成教材が紹介されている。
2） たとえば、「いじめの責任は教師にある」「教師だけが
いじめをなくせる」という主張もある（向山 2015）。
3） 広瀬（2015）は「正常性バイアス」について、「ある範
囲までの異常は、異常だと感じずに、正常の範囲内のもの
として処理するようになっているのである。このような心
のメカニズムを、“正常性バイアス”という。この正常性
バイアスが、身に迫る危険を危険としてとらえることをさ
またげて、それを回避するタイミングを奪ってしまうこと
がある」と説明している。「正常性バイアス」は災害時の
人の行動を説明する際に用いられることが多いが、日常の
問題場面においても示唆を与えうるものだと思われる。
4） ここで述べているような脱・傍観者行動やクラスの雰囲気を
変えることの重要性は、藤川ら（2016）などで指摘されている。
5） 先行実践の多くにおいては、その実践の有効性がそれ
ぞれにおいて検討されている。多様な思いを抱きうる子ど
もたちに相談のきっかけを掴んでもらうためには、唯一の
方法による教育だけでなく、様々な観点からの教育がなさ
れるべきだと思われる。そのことをふまえ、本研究で提案
する実践は先行実践を代替するものではなく、それらと補
完し合うものであるという立場から提案をしたい。
6） 授業の実際が記されていないものも多いため、具体的
にどの程度扱われているかは明確には分からない。
7） 本教材「大ごとにはしたくない」は、筆者らが関わる「い
じめや人権、話し合おう、変えていこう。チェンジャーズ
（Changers）」というプロジェクトにおける教材シリーズのうち
のひとつである。教材開発のプロセスには、著者ら以外のプロ
ジェクトメンバーも関わっている。教材シリーズに共通する開
発コンセプトや制作方法などは阿部ら（2022）で論じている。
なお、本教材のイラストは、イラストレーターの「呉々」氏によ
るものである。プロジェクトの詳細については、次のウェブサイ
トを参照のこと。https://wearechangers.jp/（2022年11月30日確認）
8） 子どもがこうした思いを抱くのは、相談した後のイメー
ジを具体的にもてていないことも要因かもしれない。そうし
た問題については、阿部ら（2019）でも部分的に触れてい
るが、今後さらに検討される必要があるだろう。また、相
談を受ける側のあり方が重要であることは言うまでもない。
9） 次のウェブサイトで公開されている。  

https://wearechangers.jp/comic/08.php（2022年11月30日確認）
10） 教材に登場する担任のように無闇にクラス会議を開い
たりはしないと伝える必要もあろう。

11） 総合的な見地から、個々の意見をそのまま記すことは
避けることとした。本章における子どもの意見の例は、意
味を変えないよう留意しながら筆者が抽象化したものであ
る。また、実際の授業においては、言いにくい意見もでき
るだけ表明してもらえるよう、ICTを活用した匿名での意
見表明を適宜取り入れた。
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